　202　年（令和　年）　月　日

福山市教育委員会  様
（文化観光振興部文化振興課）
（ 歴 史 資 料 室 ）
団体名　
所在地 〒　-　　 
代表者名　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者名　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者連絡先　


資料の（閲覧・複写）許可申請書
（福山市指定重要文化財 阿部家資料）


[bookmark: _GoBack]福山市で所蔵する次の阿部家資料について、画像の（閲覧・複写）を許可してくださいますようお願いいたします。

1． 資料名称




2． 目　　的



3． 利用希望日



４．注意事項
　　・閲覧は、当方であらかじめ撮影して印刷したものを見ていただきます。
　　・閲覧許可が出るまで10日程度かかります。資料によっては閲覧できない場合があります。許可（不許可）が決定しましたら御連絡します。
・この申請書に記載した目的以外には使用しないこと。他の目的に利用の際は、別に申請が必要です。
・複写した資料の出版物等への掲載については、別に申請が必要です。
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